
魏
書
序
紀
特

　
　
　
　
　
に
其
世
系
記
事
に
当
て

1
志
田
不
動
凶
器
士
「
代
王
世
系
軍
書
」
を
讃
む
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
一
、
緒
　
　
　
晶
爵

　
　
　
二
、
萱
帝
始
均
傳
読
及
成
帝
毛
等
十
四
帝

　
　
　
三
、
力
微
の
再
批
判

　
　
　
四
、
務
世
・
狩
虚
の
再
撹
鍔

　
　
　
五
、
務
雄
以
後
什
異
腱
に
至
る
世
系

　
　
　
　
　
－
六
侑
珍
　
　
H
煎
田
根
　
H
鶴
｝
葎
即
　
N
騎
纏
揮

　
　
　
山
ハ
、
什
諏
警
齢
邸
の
瓢
日
批
斜
一

　
　
　
七
、
珪
の
郎
位
蘭
後
の
欺
勢

　
　
　
八
、
結
　
　
　
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
、
緒
　
　
　
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
魏
書
序
紀
が
、
同
書
紀
傳
志
の
多
く
亡
映
せ
る
に
拘
ら
す
、

支
那
中
古
史
研
究
の
上
℃
甚
だ
喜
ば
し
い
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
魏
書
崩
紀
特
に
其
世
系
詑
事
に
就
て

田

ム
7

鐸

風

魏
牧
原
著
の
姿
を
傳
へ
て
る
る
こ
と
は
、
皆
無
史
乃
至

第
二
十
二
巻
　
第
三
號
　
　
四
五
五

（19）



　
　
　
　
、
魏
瀧
圓
序
紀
特
に
賛
…
ハ
骨
一
系
記
申
畢
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
　
轄
〃
三
巴
　
　
　
四
｝
九
山
ハ

　
意
業
、
其
所
遺
勲
ち
主
と
し
て
拓
践
魏
氏
初
世
の
世
系
に
指
し
て
は
、
猶
多
く
の
批
主
点
討
を
要
す
可
き
性
質
の
も

の
で
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
余
は
前
に
、
北
朝
政
局
上
の
鮮
卑
族
の
地
位
に
關
す
る
問
題
と
、
フ
ン
ネ
ン
H
飼
奴
説

に
最
も
影
響
あ
る
藩
論
粟
原
蚕
問
題
と
の
研
究
を
組
し
た
る
折
、
魏
書
の
成
立
浩
革
性
質
等
を
規
定
す
る
必
要
を
戚
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

種
々
考
究
し
た
る
結
果
魏
書
特
に
其
無
智
及
び
西
域
傳
に
愉
し
一
定
の
見
解
を
有
す
る
模
に
な
っ
た
。

　
然
る
に
今
春
吏
學
雑
誌
（
四
八
の
二
・
三
）
に
掲
載
せ
ら
れ
た
志
田
不
動
磨
學
士
「
代
王
世
系
批
判
」
を
蕾
む
に
及
び
、
種
々
な
る

黙
に
於
て
卑
見
と
一
致
せ
ざ
る
も
の
有
る
を
登
見
し
た
の
で
、
叢
に
逸
書
序
面
々
に
重
代
王
世
系
記
事
に
属
す
る
卑
見

を
陳
べ
、
同
氏
並
に
同
學
各
位
の
批
鋼
を
請
ふ
次
第
で
あ
る
。

　
殊
に
問
題
は
軍
に
墨
蹟
魏
の
初
世
々
系
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
其
影
響
は
北
魏
史
乃
至
支
那
南
北
朝
史
の
研
究
に
必
要
不

可
映
の
正
史
卜
書
の
史
料
的
引
値
決
定
に
繋
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
爾
、
「
曝
書
の
成
立
」
に
就
て
は
東
洋
史

研
究
第
二
塞
第
六
號
に
卑
見
を
登
表
す
る
豫
定
に
な
っ
て
み
る
か
ら
、
併
せ
革
ま
れ
誓
い
）
。

①②

魏
書
の
残
閾
補
綴
に
調
て
ぱ
、
慰
事
恕
等
の
、
魏
書
舗
錐
序
及
び
同
書
各
誌
宋
の
疏
（
特
に
百
徽
…
木
所
牧
の
運
脚
大
字
本
）
、
中
興
館
閣
書
目
（
鎌
古
逡

叢
書
輯
木
）
の
傅
ふ
る
所
で
あ
り
、
直
齊
堂
籍
鍛
解
題
、
四
癒
愚
書
総
国
提
要
、
李
氏
魏
…
書
源
流
考
熱
田
他
の
詳
論
す
る
所
。

冊
西
城
傳
に
封
し
て
匡
松
田
翠
黛
學
士
が
「
魏
書
西
域
傳
の
批
判
と
悦
般
國
の
方
位
し
（
大
正
大
學
學
報
一
〇
）
に
於
て
既
に
極
め
て
剴
切
な
ろ
批
判
な

行
ば
れ
て
み
る
が
、
細
部
の
薄
書
ー
ー
驚
ほ
他
の
種
々
な
る
附
題
に
影
癖
す
ろ
庭
の
も
の
一
に
斯
て
異
匙
な
有
す
る
の
、
で
、
之
に
刷
に
獲
斐
し
て

批
判
を
請
ひ
度
い
と
思
ふ
〇

　
　
　
　
　
二
、
黄
帝
始
均
及
成
帯
毛
以
下
十
四
帯

（20）



　
拓
駿
氏
の
先
を
、
誓
書
序
紀
が
黄
帝
・
始
均
と
し
、
黄
帝
の
子
昌
意
の
少
子
封
を
北
土
に
受
け
、
大
鮮
卑
山
に
糠
れ

る
を
以
て
、
途
に
鮮
卑
と
號
し
、
又
黄
帝
土
徳
を
以
て
王
た
り
し
に
因
み
て
、
北
墨
黒
を
拓
、
后
を
蹟
と
云
へ
る
よ
り
、
拓

蹟
を
氏
と
な
し
た
り
と
爲
す
の
虚
誕
な
る
こ
と
は
論
を
得
た
な
い
Q
旬
奴
を
夏
后
氏
の
蕎
と
署
す
は
、
吏
記
以
下
の
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

史
の
等
し
く
説
く
愚
な
る
も
、
鮮
卑
を
黄
帝
の
斎
と
謂
ふ
も
の
は
無
い
。
蓋
し
魏
書
は
束
胡
民
族
中
の
鮮
卑
種
及
び
其

一
氏
族
拓
蹟
を
鴬
貴
な
ら
し
む
る
爲
、
附
會
の
説
を
記
載
せ
る
に
外
な
ら
な
い
。
著
れ
共
、
斯
の
如
き
磁
路
説
は
魏
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
創
作
に
は
話
す
し
て
、
既
に
北
影
写
の
圭
張
す
る
庭
で
あ
っ
π
事
は
、
孝
文
帝
の
詔
救
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
。
術
桓

帝
騎
癒
の
崩
後
（
瀧
概
煕
）
大
刊
城
南
に
建
て
ら
れ
た
頚
徳
碑
に
も

　　

m
韻
）
之
蔀
田
衣
隈
晶
・
．
桓
穆
二
離
名
馨
云
々
　
　
　
　
　
　
　
　
岡

と
見
え
、
叉
藩
命
秘
書
倉
高
肺
・
秘
書
丞
李
彪
が
太
和
十
一
年
孝
文
帝
に
、
國
史
を
面
面
膿
に
改
め
ん
こ
と
を
請
ひ
た

る
上
奏
に
、

　
　
椎
霧
、
創
捌
書
、
開
養
嚢
、
据
均
（
黄
帝
の
需
、
錐
に
仕
ふ
）
以
後
、
至
於
成
帝
、
蕎
鞍
久
遠
、
開
宴
玉
樹
。
壷
錐
、
奮

　
　
史
職
、
蜷
國
記
、
警
護
（
聾
塁
塞
固
謹
、
令
事
籍
從
（
嚇
）
如
露
修
得
、
書
備
導
電
）

と
在
る
に
襟
り
て
明
か
で
あ
る
。
然
れ
ば
魏
牧
が
鮮
卑
色
濃
厚
な
り
し
北
齊
に
於
て
訳
書
を
編
纂
す
る
に
馨
り
て
、
之

を
否
定
せ
ざ
り
し
は
又
當
然
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
次
に
、
序
紀
は
成
帝
毛
以
下
献
帝
隣
に
至
る
十
徐
帝
の
立
崩
を

　
　
節
皇
帝
諌
貨
立
崩
、
蕪
皇
帝
皇
緯
槻
立
山
朋
…
…
…
威
皇
帝
倫
立
崩

　
　
　
　
魏
磐
序
紀
特
に
其
世
系
詑
纂
に
就
て
　
　
　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
岱
　
第
三
號
　
　
四
五
七



　
　
　
　
　
二
叉
序
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
節
二
十
二
巷
　
第
三
號
　
　
四
五
八

と
列
記
し
て
居
る
。
是
等
の
諸
帝
を
、
從
墾
骨
離
鵯
薄
墨
）
直
ち
に
假
作
人
物
の
羅
刻
と
目
し
去
ら
れ
て
み
た
。

　
　
　
　
　
　
　
③

然
し
．
余
は
前
に
、
ω
假
室
入
物
と
爲
す
積
極
的
謹
左
皆
無
な
る
こ
と
、
②
隠
事
は
勿
論
滋
武
帝
の
追
修
で
、
諜
に
も

若
干
の
改
作
が
爲
さ
れ
て
居
る
如
く
で
あ
る
が
、
立
証
を
記
す
る
に
、
父
子
兄
弟
等
の
相
縫
細
身
を
全
然
記
さ
ざ
る
こ

と
に
注
意
し
（
若
し
拓
野
辺
の
耐
久
か
・
誇
示
す
ろ
傭
作
な
ら
ば
、
正
に
華
寿
適
意
縫
關
出
た
も
作
爲
し
去
ろ
ほ
容
易
で
あ
ろ
筈
）
、
其
後
の
拓
馨
長
力
懲
醐
紳
）
が
魏
晋
時
代
の
入
に
當
る

よ
り
見
て
も
、
・
是
等
の
入
名
は
後
漢
時
代
に
相
益
す
る
鮮
卑
（
東
琴
民
族
）
の
部
族
會
長
で
あ
っ
て
、
後
漢
書
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
ゆ

　
　
有
勇
健
能
早
書
圏
虚
者
、
推
爲
大
入
、
無
世
業
相
覆
。
蓋
置
各
賞
小
帥
、
撒
百
千
落
、
自
爲
一
部
、
大
人
以
下
各
自
畜
牧
螢
産
、
不

　
　
相
篠
役
（
後
漢
書
烏
桓
（
東
胡
）
傳
）

　
　
烏
丸
増
感
胡
也
…
…
…
常
推
募
勇
健
能
蓋
置
訟
相
侵
犯
者
、
爲
大
人
。
邑
落
各
有
小
帥
、
不
指
笛
也
。
撒
百
千
落
、
自
爲
…
部
。
…

　
　
…
…
氏
姓
無
常
、
以
大
入
王
者
名
字
、
爲
姓
。
大
入
以
下
各
自
畜
牧
治
産
、
不
相
等
役
。
…
…
…
大
人
能
作
弓
矢
鞍
手
鍛
金
爲
兵
器

　
　
能
型
澤
姦
織
藍
跣
…
…
℃
（
魏
志
鳥
丸
鮮
卑
傳
図
引
添
書
り
秘
書
ぱ
更
に
解
卑
に
世
伊
欝
長
が
艦
宿
善
の
に
檀
石
糖
の
死
後
（
A
・
D
・
㎜
入
○
の
頃
）
よ
り
で
あ
る
と
明
認
し
て
み
る
。
）

と
見
ゆ
る
、
束
胡
民
族
の
原
始
朗
な
不
世
襲
の
部
落
大
人
の
就
位
磯
波
を
記
し
た
も
の
に
相
違
な
い
と
推
察
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
の
　
ゆ
　
の
　
ゆ

今
も
猶
其
丈
を
捨
て
ぬ
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
魏
牧
魏
書
が
斯
く
拓
駿
氏
世
系
を
記
す
る
に
薫
り
、
不
明
は
不
明
と

　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
の
　
　
お
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
き
　
　
き
　
　
ゆ
　
　
の
　
　
　
　
　
ゆ

し
て
、
狸
り
に
愚
意
の
相
績
麺
類
等
を
附
加
し
て
み
な
い
こ
と
は
、
力
微
以
後
の
記
述
に
組
す
る
信
用
を
も
高
め
る
も

の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
階
帝
の
救
命
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た
る
魏
澹
墨
書
は
今
a
残
存
し
な
い
が
、
幸
に
其
が
魏
牧
撰

書
の
鉄
黙
を
是
正
し
た
り
と
質
す
義
例
を
縦
書
・
北
史
に
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
其
に
は
「
李
文
以
前
部
落
の
書
長
の

み
。
北
爆
太
甜
が
二
十
八
帝
を
追
論
せ
る
は
飾
に
過
ぐ
る
し
と
姫
し
、
「
君
公
に
偉
物
と
認
む
可
き
昭
成
・
滋
武
・
献
明

恥θ



の
み
に
設
を
記
す
」
な
る
意
味
の
事
を
述
べ
て
み
る
。
即
ち
注
意
す
可
き
は
、
㈱
魏
澹
が
二
十
八
帝
を
部
落
の
君
長
と

既
す
る
も
、
決
し
て
假
室
人
物
と
は
爲
し
て
み
な
い
事
で
あ
る
。
　
　
昌

　
要
す
る
に
成
瀬
毛
以
下
推
寅
・
詰
扮
は
勿
論
、
其
他
の
十
一
帝
と
錐
、
王
氏
若
く
は
志
田
氏
の
如
く
之
を
直
ち
に
假

室
人
物
と
了
す
こ
と
は
再
考
を
要
し
、
寧
ろ
古
部
族
指
導
者
の
傳
説
を
記
録
せ
る
も
の
と
な
す
方
が
、
よ
り
要
．
當
で
は

な
い
か
と
の
見
解
を
、
今
猶
捨
て
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
　
魏
書
も
拓
駿
氏
を
鮮
卑
美
人
で
な
い
と
謂
ふ
の
で
感
な
い
。
唯
鮮
卑
が
黄
帝
よ
り
萬
て
居
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
後
漢
書
以
下
皆
鮮
卑
た
東
胡
の
溝

　
　
　
と
堕
す
ろ
。
記
載
に
「
拓
蹟
氏
亦
束
胡
之
後
、
刑
部
．
鮮
卑
。
或
云
黄
帝
之
苗
允
、
以
董
試
演
徳
、
謂
土
爲
拓
、
二
巴
骸
、
故
以
爲
氏
、
其
蒲
始
均
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
尚
些
々
」
と
な
し
、
績
け
て
玉
書
と
略
同
様
の
事
な
漏
す
。
又
風
韻
の
天
た
弛
し
て
生
じ
、
土
た
抜
い
て
長
ぜ
う
な
以
て
拓
荻
な
氏
と
す
う
と
の
説
の

　
　
　
の
信
ず
可
か
ら
ざ
ろ
も
論
宏
迄
も
な
か
ら
、
つ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
②
逝
鑑
齋
紀
建
武
三
年
條
所
引
。
魏
書
北
史
ば
省
略
。

　
③
東
洋
吏
硯
究
一
の
三
「
北
朝
政
局
に
於
け
る
鮮
融
融
諸
北
族
系
貴
族
の
地
位
」
第
二
節
附
詑
「
部
・
部
大
人
の
名
画
」
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
拓
蹟
力
微
の
批
判

　
魏
朝
が
始
租
紳
調
理
と
追
識
し
た
拓
駿
力
微
は
、
初
め
敵
部
落
の
襲
撃
に
破
れ
て
、
没
鹿
同
製
大
入
の
下
に
落
魔
の

身
を
寄
せ
て
み
た
が
、
後
戦
闘
に
萬
で
、
没
鹿
同
坐
大
入
の
危
を
助
け
た
功
に
よ
り
、
其
愛
女
を
受
け
、
長
川
に
賢
立

を
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
翌
年
を
序
紀
は
力
微
の
元
年
と
し
、
庚
子
に
嘗
つ
た
と
記
し
て
み
る
。
其
崩
御
の
年
よ

り
逆
算
し
て
、
西
紀
二
二
〇
年
帥
ち
三
國
曹
魏
の
受
命
の
年
に
相
黙
す
る
。
然
し
別
に
他
に
は
何
等
曹
魏
受
命
と
力
微

　
　
　
　
魏
書
序
紀
特
に
其
幾
日
詑
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
三
競
　
　
四
五
九



　
　
　
　
　
魏
書
序
紀
特
に
其
世
系
詑
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
悠
　
第
三
號
　
　
四
六
〇

部
落
濁
立
を
結
合
せ
ん
と
す
る
如
き
作
爲
の
跡
が
全
然
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
之
は
全
く
蓋
然
の
一
致
と
溢
す
外
な
い

で
あ
ら
う
。

蓋
し
、
力
点
は
西
紀
二
七
七
衆
珊
繁
）
百
四
歳
の
高
齢
を
以
て
死
す
る
迄
、
蚕
下
年
間
部
落
大
人
の
位
に
在
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

拓
蹟
氏
が
世
襲
會
族
た
る
制
は
確
立
し
た
。
其
間
昼
間
・
酉
晋
に
黒
子
を
遣
り
、
概
ね
和
親
を
績
け
た
が
、
最
後
に
至

り
晋
將
衛
灌
の
爲
に
部
族
内
の
李
和
を
撹
飢
せ
む
れ
、
内
紛
中
に
残
し
π
と
嘉
す
魏
書
序
紀
の
記
事
は
、
太
宗
晋
書
の

　
　
成
箏
輩
（
纐
聾
六
月
、
蟹
か
伽
撃
議
（
懇
武
）

　
　
威
寧
三
年
（
惚
慌
紅
）
春
正
月
、
使
征
北
大
將
軍
術
藥
討
鮮
卑
か
擬
（
同
上
）

等
の
巽
と
も
熟
せ
ざ
・
も
の
で
、
無
す
・
に
足
・
あ
で
あ
・
。
力
微
が
晋
古
義
の
計
の
爲
に
途
に
紛
野
中
燭

に
死
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
を
魏
書
序
紀
は
、

　
　
始
翼
勧
）
不
豫
。
鳥
丸
王
聖
賢
、
親
近
舞
。
鑑
難
露
。
故
欲
沮
動
藩
。
因
毒
中
、
礪
馨
。
諸
炎
摺
爲
。
管

　
　
上
援
曹
難
李
（
渤
難
捺
懲
韓
麟
蹴
駄
）
。
姦
叢
諸
炎
撃
、
殺
之
。
語
漏
信
。
塔
軽
羅
。
始
難
崩
。

と
未
開
部
族
藁
家
の
釈
態
を
想
は
し
め
る
興
味
深
き
筆
致
を
以
て
、
記
し
て
み
る
が
、
是
は
太
宗
蘭
書
の
衛
灌
傳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　

　
　
幽
井
東
有
務
摂
、
西
有
力
微
、
蚊
爲
邊
害
。
野
離
問
叢
叢
、
遽
致
面
罵
。
帯
鋼
務
桓
隆
。
威
力
微
以
憂
死
。

と
全
く
相
恋
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
挨
つ
ま
い
Q
即
ち
此
衡
礎
傳
に
見
ゆ
る
虚
血
は
、
恐
ら
く
魏
書
序
記
に
見

ゆ
・
る
山
馬
九
王
と
同
一
な
る
べ
し
と
考
へ
ら
れ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
尤
も
此
務
桓
を
ば
、
彼
の
赫
連
勃
勃
（
五
胡
十
六
百
中
の
夏
野
王
）
の
嬰
劉
務
桓
（
難
燃
）
と
混
雑
す
る
と
、
何
の
事
か
解
ら
な
寡
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
了
ふ
か
ら
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
は
既
に
司
馬
光
が
難
叢
濃
異
に
も
注
意
さ
れ
て
居
る
庭
で
、
今
更
言
ふ
迄
も
無

い
こ
と
で
あ
る
。
元
來
夏
の
劉
務
桓
は
、
崔
鴻
十
六
國
春
秋
（
御
覧
一
二
七
所
引
．
）
に

　
　
楚
勃
勃
曾
養
鰻
虎
、
前
馬
難
中
、
以
宗
室
、
封
穣
煩
《
榊
）
。
蚕
糞
、
一
叢
武
中
栞
北
漿
左
筆
王
。
蕎
辰
、
蔚

　
　
堅
以
爲
西
軍
干
。

及
び
、
晋
書
赫
連
勃
勃
載
記
の

　
　
勃
勃
租
豹
子
鍵
部
落
、
復
爲
諸
車
之
雄
、
石
季
黄
麟
）
機
就
栞
寒
苦
軍
左
賢
手
零
畢

な
・
記
事
よ
り
見
亙
拶
手
後
趙
麗
時
代
（
》
d
’
ω
ω
い
一
…
ω
お
）
の
人
物
で
、
決
し
て
西
晋
女
童
、
。
。
）
三
緒
に
の

唱
出
て
來
る
入
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

然
・
に
志
墨
士
（
代
王
世
系
批
鋼
（
史
墨
雑
誌
四
入
の
こ
）
〉
は
、
此
拶
桓
を
藻
響
見
ゆ
る
薙
と
繰
入
と
悲
心
ひ
、
撃
っ
て
赫
轟

脚
質
は
西
紀
二
七
〇
年
前
後
の
入
だ
と
誤
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
其
爲
に
逆
に
、
早
書
序
紀
昭
成
下
翼
腱
の
條
に
見
ゆ

る
、

　
　
　
建
囲
年
（
酉
紀
三
四
　
年
）
劉
虎
死
。
霧
桓
立
。
…
…
＋
九
年
（
鶏
慌
）
中
務
丁
丁
。

と
云
ふ
記
事
の
虚
餐
に
困
ら
れ
、
途
に
此
序
紀
の
記
事
は
誤
で
、
魏
書
庫
紀
は
全
騰
的
に
談
が
多
く
力
微
の
事
等
も
信

ぜ
ら
れ
澱
の
だ
と
断
せ
ら
れ
た
Q

　
然
し
是
は
一
に
、
氏
が
赫
連
単
務
桓
を
西
晋
時
代
西
紀
二
七
〇
年
前
後
の
人
と
思
ひ
込
ま
れ
た
こ
と
に
墓
因
し
た
談

　
　
　
　
　
乱
書
序
紀
特
に
其
世
系
鵬
翼
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
三
號
魑
　
四
六
一



　
　
　
　
魏
書
棚
紀
特
に
典
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笹
干
二
巻
第
三
號
．
四
六
二

解
に
雪
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
石
虚
時
代
の
劉
務
桓
が
、
拓
蹟
什
翼
腱
昭
成
の
時
に
残
す
る
の
は
、
之
こ
そ
當
然
で
、

不
思
義
で
も
何
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
氏
が
厭
く
迄
、
魏
書
意
紀
昭
成
帝
の
條
に
見
ゆ
る
劉
務
桓
の
破
年
を
誤
と
し
、
謹
書
を
否
定
せ
ら
る
、
な
ら
ば
、
先

づ
上
掲
の
十
六
國
春
秋
は
勿
論
、
氏
の
盛
落
せ
ら
る
、
唐
太
宗
言
書
の
赫
連
載
記
の
劉
務
桓
に
關
す
る
所
記
を
も
総
て

否
定
せ
ら
れ
た
上
で
な
ズ
て
は
な
ら
澱
筈
、
大
き
一
云
へ
ば
五
胡
十
六
國
史
を
杢
然
書
き
改
め
て
か
ら
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
筈
と
思
ふ
。

　
氏
が
超
さ
れ
た
る
魏
書
序
紀
の
愚
智
並
に
什
紛
議
の
生
存
時
代
に
關
す
る
疑
問
は
、
一
に
此
の
痴
言
劉
務
桓
が
後
趙

石
虎
の
時
代
の
人
物
で
あ
る
事
を
知
ら
れ
な
か
っ
た
事
に
塾
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
言
ひ
得
よ
う
。

（26）

　
要
す
る
に
翠
微
・
什
翼
腱
並
び
に
衛
灌
・
務
桓
・
劉
務
桓
に
慰
す
る
笹
書
序
紀
・
晋
書
算
朧
傅
∵
同
載
記
・
撰
鴻
十
六
國
春

秋
の
記
事
の
問
に
は
決
し
て
相
矛
盾
す
る
も
の
を
挾
ま
す
、
、
寧
ろ
相
補
っ
て
磁
気
を
明
示
し
て
み
る
も
の
と
言
は
ね
ば

な
ら
な
い
。
少
く
と
も
其
間
に
前
書
序
紀
の
力
微
華
語
腱
の
生
存
年
代
に
儒
誤
あ
り
等
と
な
す
理
由
を
獲
見
す
る
事
は

出
來
な
い
。

　
①
拓
飲
氏
が
世
襲
爵
長
族
の
地
位
冷
過
美
の
に
、
魏
書
序
艶
が
始
め
て
血
族
懸
承
の
事
を
詑
し
て
み
る
献
帝
隣
（
力
微
の
醗
父
）
の
頃
か
ら
で
あ
ら
う
。

　
　
　
魏
室
（
拓
蹟
）
と
共
に
＋
姓
蝿
取
す
と
謂
ふ
乾
骨
・
善
・
長
孫
・
蓮
契
・
煙
管
、
丘
上
ゆ
侯
、
叔
孫
．
・
車
道
の
諸
氏
族
ぱ
、
原
來
墨
蹟
氏
と
共
に
一
部

　
　
　
覧
た
形
成
し
て
ゐ
六
も
の
で
、
錦
～
章
に
蓮
べ
索
馬
蝿
以
前
の
諸
帝
（
不
世
製
部
大
人
）
ぱ
、
聡
警
の
誰
氏
族
間
よ
弓
準
等
に
選
ば
れ
六
も
の
で
あ
ら



　
　
　
う
。
其
が
藩
邸
以
後
、
拓
蹟
堤
の
世
襲
猫
占
す
る
庭
と
な
つ
六
の
で
ば
あ
ろ
ま
い
か
。
尤
も
禮
志
で
ほ
此
紡
骨
氏
等
官
爵
な
皆
献
自
立
の
兄
弟
及
疏

　
　
　
馬
が
分
封
さ
れ
糞
も
の
と
し
て
み
る
が
、
之
ほ
拓
殿
氏
か
本
系
と
し
、
聖
立
た
其
支
系
と
す
る
魏
覇
後
世
の
思
想
で
あ
ら
う
。
然
し
是
等
の
諸
氏
が

　
　
　
拓
鮫
か
ら
諸
悪
も
の
で
あ
っ
て
も
、
又
は
其
以
前
か
ら
己
れ
て
居
糞
別
氏
族
で
あ
っ
カ
と
し
て
も
、
兎
に
角
古
く
よ
り
是
等
血
の
繋
り
あ
る
氏
族
が

　
　
　
相
集
っ
て
一
部
族
た
作
っ
て
層
れ
こ
と
ほ
疑
ひ
な
い
。
力
微
に
至
っ
て
他
部
族
か
併
合
し
力
爲
、
大
い
に
他
姓
が
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
。

　
②
　
通
艦
考
異
巻
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
澗
管
・
猫
盧
の
再
批
判

　
力
微
の
後
、
更
に
拓
駿
の
勢
力
を
増
大
し
た
の
は
、
力
微
の
子
笹
官
と
國
を
三
分
し
て
、
其
一
部
宛
を
頷
有
し
た
る

猜
寧
震
（
共
に
前
に
冤
死
し
表
沙
漠
汗
（
力
微
の
太
子
）
の
子
。
即
ち
力
微
の
孫
）
の
｝
克
弟
で
あ
る
。
（
鋲
二
丁
）

纏
の
藷
に
就
て
は
・
魏
葦
紀
要
昭
皇
帝
の
部
に
詳
し
丸
面
里
程
羅
に
撃
ら
れ
た
・
大
運
警
の
閉

碑
文
に
糠
り
て
更
に
一
履
詳
知
で
き
る
。

　
此
碑
丈
に
甥
し
、
術
操
傳
に
は

　
　
皇
興
初
。
雍
州
別
駕
雁
門
段
榮
於
大
難
。
掘
得
此
碑
。
文
勢
非
麗
Q
事
宜
載
焉
。
故
録
於
傳
。

と
あ
り
て
、
其
文
は
美
麗
に
非
ざ
る
も
、
事
柄
は
信
ず
多
き
も
の
な
る
事
が
解
る
。
（
志
田
氏
が
、
此
傳
文
を
「
壷
錐
非

一
鞭
事
」
と
心
纏
ま
れ
、
魏
朝
に
鞭
て
は
、
其
碑
∵
交
の
記
事
は
コ
麗
事
に
非
す
」
と
考
へ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
は
再
考
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
①

可
き
で
あ
ら
う
）
。

猜
緬
の
事
蹟
中
、
蓮
田
考
異
に
も
論
薯
勢
、
永
興
二
年
（
㎝
憲
章
奴
劉
淵
を
破
り
、
嚢
子
に
奔
ら
し
め
た
と
言

魏
書
証
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て

第
二
十
二
巷
　
第
三
號
　
　
四
六
三



　
　
　
　
　
魏
書
面
紀
特
に
其
世
系
詑
事
に
就
て

ふ
如
き
は
、
蓋
し
壁
書
の
誇
張
で
あ
る
が
、

じ
、
読
書
序
紀
の
信
慧
性
を
撰
し
て
み
る
Q

撒
鑑
撚
勝
ほ
儒
庶
蝋
照
馳
穐
。
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
　
第
一
二
號
　
　
　
四
山
ハ
四

其
他
の
諸
黙
に
於
て
は
、
詔
書
劉
現
傳
・
誓
書
索
虜
傳
の
記
事
と
も
相
慮

（
畢
講
師
離
郷
嚇
韻
に
蒔
甑
齪
端
』
媚
霧
雛
籍
　
器
量
風
騒
繕
糊
塘
蝶
賊

　
穆
帝
騎
慮
に
關
し
て
は
梢
論
す
可
き
も
の
が
あ
る
。

　
第
一
は
猜
盧
が
東
晋
に
楼
煩
等
五
縣
の
地
を
要
求
し
た
る
事
情
と
年
代
、
第
二
は
代
公
に
封
せ
ら
れ
た
年
代
。

　
先
づ
魏
書
序
紀
に
は

　
　
肇
帝
三
年
（
調
辱
）
晋
懐
帝
進
帝
蒲
）
壼
鞍
鼻
。
帝
以
野
中
去
國
漿
、
畏
霜
接
、
乃
從
（
劉
）
現
、
求
句
壷
北
s
）

　
　
之
地
。
習
藻
琴
、
聞
美
喜
。
乃
驚
邑
塵
藻
繁
蹉
蘇
健
民
於
脛
南
。
笠
琶
。
議
其
轟
）
。
帝
乃
徒
＋
萬
ω

　
　
家
、
以
充
之
（
中
各
馬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
見
え
、
次
に
宋
書
索
虜
傳
に
は
、

　
　
懐
難
壁
嘉
三
年
（
題
堪
）
盧
諜
落
、
墓
実
雁
門
、
就
職
州
饗
劉
現
、
求
極
煩
等
五
縣
。
業
翠
蔓
。
且
業
態
鍵
・
乃

　
　
上
言
（
中
斎
田
）
。
講
移
五
鷺
於
新
興
。
以
其
地
慮
之
。
愛
表
封
無
代
郡
公
。

と
あ
り
、
晋
書
懐
帝
紀
に
は

　
　
永
嘉
五
年
（
酉
紀
三
＝
年
）
斎
月
簾
葉
原
、
豊
北
試
製
魏
不
輪
、
從
五
重
露
盤
新
興
、
以
直
孫
之
。
…
…
六
矢
月

　
　
（
規
）
表
盧
爲
代
公
。

と
あ
る
。



　
此
中
晋
書
は
謂
ふ
迄
も
無
く
磐
代
の
追
撰
書
で
、
宋
、
魏
中
書
と
並
べ
論
ず
る
迄
も
無
い
程
の
性
質
で
あ
る
が
（
輪
鋼

畿
蕩
舞
擬
舞
密
接
魁
宋
）
、
煩
雑
を
厭
は
姦
に
論
ず
れ
ば
、
世
羅
爾
書
の
撃
に
竺
年
の
異
同
あ
・
如
一

で
あ
る
が
、
他
の
数
史
料
を
併
せ
考
ふ
れ
ば
共
に
正
し
く
、
決
し
て
相
背
馳
す
る
庭
の
も
の
で
無
く
、
晋
書
の
記
事
は

全
然
誤
で
あ
る
。

　
師
ち
愚
書
は
既
に
永
嘉
三
年
に
慮
が
雁
門
に
入
り
、
地
を
劉
現
に
求
め
π
如
く
記
す
る
に
忙
し
、
魏
書
は
其
翌
年

（永

N）

ﾉ
繋
げ
て
み
る
が
、
之
は
宋
書
は
事
實
上
の
土
地
占
居
に
重
心
を
置
い
て
永
嘉
三
年
と
し
、
走
書
は
名
分
上
正
式

の
土
地
懇
請
を
以
て
四
年
に
繋
げ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
Q
移
住
許
可
の
前
野
に
盧
の
部
族
が
入
寮
し
た
事
は
、
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　

鑑
考
異
憲
四
に
引
か
れ
た
る
「
現
輿
丞
相
騰
」
に
依
り
て
明
か
で
、
當
時
儀
に
三
萬
徐
家
の
移
住
が
あ
り
、
現
の
制
止
す

る
能
は
ざ
る
庭
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
現
が
王
竣
等
と
相
野
抗
・
す
る
上
に
は
寧
ろ
獣
迎
す
る
麗
の
も
の
で
あ
っ
た
事
が

解
る
。
現
は
是
に
撃
て
、
塑
四
年
に
正
式
に
土
地
支
給
の
要
求
が
あ
っ
た
の
で
盧
を
理
事
に
奏
請
す
る
と
共
に
、
五
縣

の
地
を
與
へ
、
盧
も
弦
に
又
十
萬
籐
家
を
移
し
た
の
で
あ
っ
て
、
陳
書
の
記
事
は
表
現
の
差
あ
る
の
み
で
、
事
實
は
全

一
相
藪
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
灘
錨
讐
濫
薦
雛
器
礫
衡
灘
櫨
撚
鰹
労
音
）
。

　
從
っ
て
図
書
が
五
縣
移
縛
を
永
嘉
五
年
に
繋
げ
た
の
は
、
盧
の
子
六
二
が
現
の
爲
に
新
興
に
進
成
し
、
財
を
貧
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

現
の
至
愚
延
と
箏
・
つ
た
事
件
と
混
雑
し
た
と
で
も
解
群
す
る
外
な
く
、
代
公
に
封
せ
ら
れ
た
の
を
永
嘉
六
年
と
な
す
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

’
き
は
、
司
馬
光
が
選
書
考
異
に
現
の
「
補
語
四
年
六
月
癸
巳
上
太
巻
府
…
騰
」
に
「
盧
戚
豊
代
之
恩
」
と
見
ゆ
る
事
に
糠

　
　
　
　
　
魏
．
書
面
紀
特
に
．
耽
ハ
世
系
記
事
に
曲
目
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
四
山
ハ
五

（29）



　
　
　
　
　
前
書
序
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
、
　
　
　
　
　
第
二
＋
二
巻
第
三
號
　
四
杢
ハ

リ
否
定
し
て
み
る
の
を
挨
っ
迄
も
無
く
、
誤
謬
だ
る
事
由
で
あ
る
。

’
要
す
る
に
、
権
蔵
序
章
（
及
び
宋
書
索
虜
傳
）
に
見
え
た
る
碕
盧
の
代
公
害
封
年
代
、
五
縣
移
住
年
代
及
び
事
實
は
、

正
當
な
・
も
の
で
あ
っ
て
、
艶
書
の
記
事
は
探
・
票
ら
ざ
・
も
の
で
あ
る
。
（
舗
紙
維
騰
旗
器
量
馨
菰
禦

慨
随
版
脇
榔
ゆ
漁
騰
肋
％
）

　
①
同
碑
丈
に
隔
世
・
猫
雄
蜂
桓
帝
・
穆
帝
と
相
す
に
、
魏
牧
が
魏
書
編
修
の
義
脚
（
李
丈
以
前
も
亦
魁
識
號
な
以
て
記
す
。
北
更
魏
澹
傳
参
照
）
奄
以
て

　
　
　
碑
文
な
亡
し
換
へ
象
う
の
み
。
碑
文
の
原
交
に
に
桓
穆
と
な
っ
て
居
な
か
つ
六
こ
と
ほ
、
（
追
識
の
事
太
職
甦
武
帝
の
噂
に
厨
す
）
、
論
奉
倹
六
ぬ
。

　
　
　
街
、
志
隅
氏
代
王
世
系
批
殉
に
、
術
操
傳
に
見
ゆ
・
る
本
営
盗
掘
の
詑
事
よ
り
、
意
思
に
庇
碩
徳
碑
文
を
爾
「
麗
事
に
超
す
」
と
考
へ
糞
と
謂
ふ
も
、
同

　
　
　
麗
な
精
讃
す
う
に
然
ら
す
℃
「
丈
ぽ
麗
に
糊
す
と
錐
、
事
宜
し
く
費
す
べ
し
、
故
に
傳
に
錐
す
」
（
尊
簡
合
志
、
事
宜
密
画
、
故
野
離
傳
）
で
、
當
蒔
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
に
文
美
麗
な
ら
ざ
る
も
事
正
確
と
さ
れ
て
み
れ
こ
と
が
解
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
②
通
難
晋
紀
九
（
今
現
存
ぜ
ざ
る
も
夕
凪
ぽ
猫
残
存
ぜ
ろ
史
料
た
以
て
叙
蓮
ぜ
ろ
黙
あ
り
と
思
論
る
。
）
五
三
書
魏
膨
傳
の
「
（
盧
暴
利
孫
）
胸
回
救
現
於
太

　
　
　
原
、
狩
離
入
居
代
郡
し
及
び
御
覧
置
引
劉
韓
土
兄
弟
書
「
軍
予
但
欲
得
碧
、
汝
不
可
不
桧
途
」
ぽ
既
事
件
に
相
當
す
る
Q

五
、
猫
盧
残
後
の
朕
態
と
什
翼
腱
に
至
る
世
系

　
、
1

六
脩
。
魏
書
序
曲
（
粥
鞘
崩
轍
呪
癬
）
及
同
仁
脩
傳
（
列
傳
第
二
）
に
見
え
た
る
犠
飛
－
郎
ち
盧
は
屡
々
之
を
遣
は
し
て

劉
現
を
助
け
し
め
、
後
ち
新
李
城
に
催
せ
し
め
た
が
、
盧
が
少
子
比
延
を
偏
愛
す
る
に
及
び
、
盧
の
召
喚
に
癒
せ
す
、

途
に
盧
と
戦
っ
て
之
を
破
り
、
盧
は
民
閥
に
微
行
し
て
飛
婦
人
に
識
ら
れ
、
遽
に
暴
崩
。
次
で
六
脩
も
桓
帝
騎
毎
の
子

巌
根
の
爲
に
滅
さ
れ
た
一
は
、
晋
暮
秋
に
利
孫
（
南
啓
書
魏
轟
轟
同
襟
）
、
晋
書
劉
聰
載
記
に
賓
六
須
、
十
六
國
春
秋



に
は
日
利
孫
宥
六
事
と
見
え
て
，
み
る
こ
と
は
、
既
に
通
鑑
考
異
（
四
）
に
司
馬
．
光
の
注
意
す
る
庭
、
又
六
格
…
目
利
孫
U
利
孫

賓
六
須
の
同
一
人
な
る
こ
と
も
亦
既
に
眺
四
徳
氏
（
朱
書
索
虜
傳
南
聖
恩
魏
虜
傳
勤
人
姓
名
考
讃
）
の
説
け
る
虚
で
あ
る
。

　
伊
、
普
根
・
其
子
。
普
根
は
桓
帝
早
苗
の
子
。
腹
心
を
滅
し
て
、
位
に
立
つ
た
が
月
籐
に
し
て
莞
じ
、
甲
子
潤
て
生

れ
た
る
を
聖
帝
の
后
立
て
た
が
幾
何
も
無
く
し
て
辛
辛
じ
、
異
文
皇
帝
欝
律
が
立
つ
た
。
（
三
六
頁
系
玉
璽
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
盟
、
受
忍
。
百
櫓
本
に
景
印
せ
ら
れ
た
る
器
機
大
字
本
学
書
に
還
れ
ば
欝
律
は
乱
離
（
賀
辱
イ
）
の
子
と
な
っ
て
み
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
の
蓮
行
本
魏
書
の
総
て
は
勿
論
、
太
李
御
覧
所
引
の
後
魏
書
及
び
北
史
も
千
思
帝
（
弗
）
の
子
と
な
っ
て
ゐ
、
通
鑑
も

之
を
普
根
の
子
の
羊
雲
と
爲
し
て
み
る
か
ら
、
欝
律
は
講
書
の
子
に
評
す
し
て
、
思
帝
劇
の
子
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら

澱
。
（
事
實
上
、
悪
帝
の
子
と
す
れ
ば
患
帝
に
我
子
な
嗣
げ
る
事
と
な
り
甚
だ
不
自
然
で
も
あ
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡

　
志
田
氏
は
、
先
づ
欝
律
の
父
な
る
弗
を
何
等
積
極
論
理
由
な
く
、
軍
に
彼
が
文
七
の
少
子
な
る
に
、
從
父
碍
子
隷
官

及
び
兄
音
程
三
豊
を
越
へ
て
先
に
王
位
に
邸
け
る
こ
と
の
み
よ
り
、
之
を
盗
作
入
物
と
爲
し
、
次
で
南
落
書
魏
虜
傅
に

什
翼
腱
宇
律
欝
旋
と
見
ゆ
る
こ
匙
よ
り
、
準
文
鳥
欝
律
は
什
翼
腱
の
字
を
引
き
離
し
て
魏
の
史
官
が
一
入
の
製
作
入
物

を
作
っ
た
と
な
す
の
は
、
甚
だ
根
襟
薄
場
で
は
な
か
ら
う
か
○

　
ω
　
先
づ
北
族
に
嘗
て
王
位
綴
承
が
必
ず
し
も
父
子
長
幼
の
順
に
行
は
れ
な
い
こ
と
は
、
飼
奴
に
於
て
も
亦
、
鮮
卑

に
於
て
も
常
に
見
る
慮
で
あ
っ
て
、
斯
様
な
事
を
以
て
一
の
入
物
を
抹
游
し
て
了
ふ
と
云
ふ
様
な
こ
と
の
出
來
な
い
の

は
論
ず
る
迄
も
無
い
G

　
　
　
　
魏
書
風
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
三
號
　
　
囚
六
七



　
　
　
　
魏
書
序
紀
特
に
其
澱
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菓
ニ
ナ
ニ
巻
　
第
三
號
　
　
四
六
入

　
②
　
次
に
南
齊
書
の
什
翼
腱
の
宇
の
み
を
以
て
論
ず
れ
ば
、
之
が
正
し
き
か
否
か
は
水
掛
論
に
薫
る
可
く
、
假
に
南

齊
書
の
記
事
に
誤
謬
な
し
と
し
て
も
、
（
難
燃
魚
蜘
蜻
麟
弾
器
賦
楴
雛
砂
僻
鵬
彼
勘
雌
羅
鍵
混
酸
）
其
字
に
類
似
せ
る
他
の
王
が
皆
假

塞
入
物
と
は
云
ひ
難
い
こ
と
も
論
を
挨
た
澱
で
あ
ら
う
。

　
㈲
　
況
や
不
文
帝
欝
律
は
、
魏
朝
歴
代
中
で
も
極
め
て
功
業
赫
々
た
る
帝
王
で
あ
っ
た
こ
と
は
㈹
の
に
説
く
遁
り
で

遣
武
帝
か
ら
太
灘
の
廟
號
を
贈
ら
れ
た
程
な
の
で
あ
る
。
（
志
田
氏
は
滋
嚢
底
自
身
が
太
租
の
廟
號
を
贈
ら
れ
て
居
る
の

を
見
て
、
同
じ
太
澱
の
廟
號
を
有
す
る
者
は
居
な
い
筈
、
李
文
帝
は
其
衡
量
の
事
か
ら
轟
け
で
も
抹
消
出
埋
る
機
に
考
へ

ら
れ
て
る
る
が
、
然
し
後
追
孝
常
並
の
昭
穆
大
廟
の
改
制
の
経
緯
を
知
れ
ば
不
思
義
で
も
何
で
も
な
い
。
例
へ
ば
昭
成

帝
は
道
武
帝
か
ら
高
憩
の
廟
號
を
聡
ら
れ
た
が
、
後
ち
孝
文
帝
も
瀬
高
櫨
の
廟
號
を
賂
ら
れ
た
如
く
で
、
重
税
な
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
今
更
禮
志
に
見
え
た
孝
文
帝
の
聖
恩
太
廟
定
昭
穆
勲
等
を
引
用
し
て
説
き
鵠
す
迄
も
あ
る
ま
い
。

　
㈹
　
志
田
氏
は
晋
書
の
麗
麗
勃
勃
載
記
に
は
、
勃
々
の
曾
粗
父
劉
虎
が
、
拓
蹟
碕
盧
に
撃
破
さ
れ
π
と
書
か
れ
て
み

る
に
拘
ら
す
、
辿
書
の
全
盛
及
び
同
轍
腹
癒
虎
傳
に
は
、
貫
文
帝
欝
律
が
劉
虎
を
撃
破
し
淀
と
記
る
さ
れ
て
み
て
、
相

蓮
が
あ
る
か
ら
、
魏
書
は
誤
で
、
雫
文
帝
其
人
は
假
室
入
物
な
の
だ
と
論
断
さ
れ
て
る
る
が
、
之
は
い
け
な
い
の
で
あ

る
謹
魏
書
を
詳
し
く
見
れ
ば
、
直
ち
に
解
る
や
う
に
、
魏
書
序
紀
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
の
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
穆
帝
三
年
、
帝
（
猜
慮
）
使
弟
子
不
文
皇
帝
將
騎
二
萬
、
助
現
、
撃
之
（
劉
虎
）
。
…
…
…
（
露
文
帝
徳
位
二
年
）
劉
虎
稼
朔
方
，
來
侵
西

　
　
　
　
　
む
　
ゆ

　
　
部
、
帝
（
轡
律
）
逆
繋
次
破
之
。

（　3L）　）



と
あ
っ
て
、
猜
盧
の
時
と
、
欝
律
の
時
と
爾
度
劉
虎
を
撃
破
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
晋
書
載
記
は
唯
此
の
中
の
騎
盧

の
時
の
事
の
み
を
碕
盧
の
名
を
扇
げ
て
特
記
し
た
に
過
ぎ
す
、
誓
書
の
記
載
が
精
、
郵
書
が
略
で
あ
る
の
み
で
、
別
に

何
の
問
題
も
無
い
話
な
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
當
時
代
國
は
六
脩
の
雨
後
で
多
少
の
疲
弊
あ
っ
た
と
雛
も
、
難
壁
働
は
決
し
て
甚
大
な
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
す

實
質
附
な
損
害
は
前
に
拓
蹟
氏
の
下
に
投
離
し
た
晋
人
及
び
烏
九
（
噺
欄
鵬
耀
隙
収
魚
駄
8
如
嚇
囎
辮
族
）
が
劉
混
の
任
子
遵
と

共
に
三
百
松
家
南
劃
し
て
劉
現
の
下
に
入
っ
た
風
位
で
あ
る
。
志
田
氏
は
「
當
時
代
國
は
一
時
単
果
の
支
配
下
に
な
っ

た
」
と
謂
は
れ
る
が
、
余
の
淺
見
で
は
笹
書
は
勿
論
晋
書
其
他
に
於
て
も
左
様
な
厭
態
を
物
語
る
史
料
を
全
然
獲
甚
し

得
な
い
の
で
あ
・
（
三
訂
劉
現
傳
等
に
も
唯
晋
人
が
任
子
運
と
共
に
來
聡
し
、
現
が
其
た
撫
決
し
れ
と
あ
る
の
み
、
代
國
旭
支
配
し
鳥
跡
ぼ
な
い
）
・
從
っ
て
豪
雄
の
人
物
で
あ
っ
た
斐
葎
が
再
倒

び
部
族
を
統
合
し
て
前
代
よ
り
も
一
層
の
繁
榮
を
築
い
た
と
云
ふ
も
決
し
て
怪
む
に
足
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
㈹
　
而
し
て
彼
の
功
業
は
魏
書
の
「
西
翁
製
麺
故
地
、
東
呑
勿
吉
以
西
、
控
弦
上
馬
將
有
百
萬
」
と
云
ふ
記
事
が
左
程

誇
張
と
は
言
へ
ぬ
程
度
‘
の
も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
要
望
が
太
元
元
年
十
二
月
め
論
準
涼
及
索
頭
功
詔
に
拓
耳
玉
が
盛
大

で
あ
っ
た
こ
と
を
叙
べ
て
、

　
　
索
頭
世
鋳
北
、
中
盆
域
、
褒
籍
、
事
烏
扇
、
控
醤
萬
云
々
（
蟻
噌
）

と
謂
へ
る
に
微
す
る
も
、
將
叉

　
の
階
帝
の
勅
命
に
弱
り
、
魏
史
の
僧
正
な
る
批
判
を
な
せ
る
魏
澹
す
ら
其
魏
書
の
義
例
に
於
て

　
　
　
　
血
書
序
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
＋
二
巻
第
三
號
　
四
六
九



　
　
　
　
魏
書
序
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎮
二
十
二
巷
　
第
三
號
　
　
四
七
〇

　
　
黛
・
縢
雄
肇
表
・
蓋
漸
鞭
騒
難
・
矯
露
穐

と
明
記
し
て
み
る
に
徴
す
る
も
明
で
は
な
い
か
。

　
斯
く
て
も
猫
、
諸
国
文
語
先
言
を
假
室
入
物
と
議
し
去
b
得
る
理
山
が
存
す
る
で
あ
ら
う
か
。

　
黒
氏
初
世
の
事
蹟
も
詳
で
な
い
部
落
大
入
的
諸
王
な
ら
ば
兎
も
角
、
李
丈
帝
の
如
く
時
代
降
り
、
其
功
業
の
内
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

顯
著
な
り
し
君
主
の
存
在
を
否
定
・
す
る
こ
と
は
、
魏
書
后
妃
傳
・
紳
元
準
急
子
孫
列
傳
を
始
め
上
掲
符
堅
の
詔
・
魏
澹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
義
例
以
下
の
諸
史
料
を
悉
く
抹
濡
す
る
程
の
勇
氣
と
史
料
が
無
い
限
り
不
可
能
で
あ
ら
う
。

　
要
す
る
に
、
羅
文
帝
守
内
が
實
在
の
人
物
、
而
も
極
め
て
有
数
の
代
王
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
ふ
門
地
が
な
い
。

　
鐸
、
勢
椀
Q
魏
書
序
紀
に
遣
れ
ば
、
欝
律
は
在
位
五
年
に
し
て
、
檀
帝
騎
葱
の
后
の
獄
害
に
遭
ふ
て
崩
じ
、
桓
帝
の
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

中
子
賀
傳
（
帝
）
が
立
ち
、
在
位
五
年
に
し
て
崩
じ
、
弟
紘
那
（
醐
）
が
国
立
し
た
。
然
る
に
李
文
書
律
の
長
子
音
盤
は
、
紡

那
と
位
を
票
ひ
、
互
に
勝
敗
あ
っ
た
が
途
に
、
紘
那
は
敗
れ
て
慕
容
部
に
亡
益
し
、
騎
塊
（
翌
ら
コ
硝
）
が
王
位
を
確
保
し
た
の

で
あ
る
。
甥
亡
霊
晟
康
四
年
（
西
紀
三
三
入
庫
）
崩
じ
、
弟
師
ち
斐
画
塾
の
次
子
什
翼
壁
糊
成
）
の
郎
位
と
な
っ
た
の
で
あ
’

る
。

郎
ち
之
を
圖
示
せ
ば
、
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で
あ
り
、
其
庭
に
何
等
事
書
序
紀
を
謎
、
と
な
す
理
山
を
褒
見
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

然
る
に
、
志
畏
は
あ
假
説
を
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
其
事
説
は
、
「
此
の
欝
律
の
長
子
騎
塊
＠
が
蒔
乾
那

（
輔
）
に
反
撃
さ
れ
て
後
落
石
虎
の
都
郷
に
奔
っ
た
」
と
云
ふ
聖
書
序
紀
の
記
事
を
、
晋
書
警
語
載
記
に
見
ゆ
る
、

　
　
索
頭
郁
肇
衆
三
萬
予
季
筆
立
）
、
蛙
掛
筆
＋
三
人
難
趙
王
、
皆
封
列
侯
、
散
其
部
衆
轟
青
筆
ハ
州

と
云
ふ
記
事
と
合
せ
見
、
索
頭
と
は
拓
駿
氏
の
こ
と
で
あ
る
、
郁
鞠
は
麗
麗
と
厚
相
通
す
る
、
だ
か
ら
魏
書
の
殴
期
擁
は

罫
書
の
一
疋
と
同
一
入
で
、
此
二
つ
の
記
事
は
同
】
の
事
件
を
記
し
た
も
の
だ
ら
う
と
云
ふ
の
で
あ
っ
て
、
此
假
説
に

更
に
假
説
を
重
ね
て
、
結
局
窮
挽
の
時
代
國
は
亡
ん
で
了
っ
た
ら
う
と
か
、
殴
劒
擁
と
什
翼
腱
は
猜
盧
の
弟
の
孫
で
な
く

騎
盧
の
孫
で
あ
ら
う
と
か
云
ふ
事
に
迄
持
っ
て
行
き
、
墨
書
一
景
の
蚕
食
烈
帝
記
事
に
は
根
本
的
虚
儒
が
あ
る
の
だ
ら

う
と
結
ば
れ
た
繹
で
あ
る
Q

　
　
　
　
魏
温
点
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
三
號
　
　
四
七
一

（35）



　
　
　
　
魏
調
製
紀
特
に
粟
世
系
記
群
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箏
二
十
ご
巻
　
第
三
號
　
　
四
七
二

　
氏
は
此
間
、
論
考
の
爲
に
数
謡
言
を
費
さ
れ
て
は
居
る
が
、
結
局
其
根
本
は
一
に
窮
塊
甘
郁
鞠
二
面
の
上
に
組
立
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
は
此
假
説
の
槍
討
の
み
を
以
て
、
氏
の
結
論
の
正
否
を
決
定
し
て
よ
い
と
思
ふ
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
誠
に
索
頭
が
拓
蹟
氏
の
み
を
指
す
も
の
な
ら
ば
、
氏
の
望
ま
る
、
假
説
の
成
立
も
極
め
て
簡
騨
単
な
鐸
で
あ
る
。
慮
が

遺
憾
な
事
に
、
台
頭
は
拓
駿
氏
の
同
意
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
Q
爾
者
は
全
面
と
部
分
の
硬
調
に
あ
る
。
拓
践
氏
以
外

の
辮
髪
の
風
習
あ
る
蟹
諸
部
族
が
索
頭
と
呼
ば
れ
た
の
は
勿
論
（
禦
糠
饗
蘇
渓
事
書
冨
田
時
鳥
奴
で
さ
へ
辮
髪
の

風
習
あ
る
も
の
は
索
頭
・
索
虜
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
余
が
既
に
数
年
前
、
純
然
た
る
旬
奴
の
正
系
た
る
赫
連
勃
勃
を
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ノ

齊
書
中
に
蒐
ゆ
る
仇
池
公
楊
盛
の
上
表
文
中
に
「
累
減
勃
勃
飼
奴
正
胤
」
乏
あ
る
事
等
を
根
婬
と
し
て
論
汗
し
た
嘘
で
あ

殉
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
索
頭
口
拓
駿
氏
で
無
い
こ
と
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
更
に
郁
鞠
と
騎
擁
と
が
音
声
で
あ
る
と
言
は
る
、
黙
も
、
何

等
説
明
が
無
い
の
で
判
然
せ
澱
が
、
首
肯
爵
來
な
い
。
雨
者
は
現
代
音
に
於
て
も
、
古
代
音
に
於
て
も
相
通
す
る
も
の

が
認
め
ら
れ
譲
。
兎
に
青
笹
穐
1
1
郁
鞠
説
は
、
少
く
と
も
氏
の
纂
げ
ら
れ
た
理
由
か
ら
は
成
立
し
難
い
と
患
ふ
。

　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
の
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
の
　
の
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
の
　
の
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
の

　
索
頭
郁
鞠
は
鮮
卑
で
も
な
く
、
況
や
拓
駿
氏
騎
魏
な
ど
で
も
な
い
。
其
は
、
晋
書
北
狭
傳
賛
に
「
納
萎
沙
之
後
附
、

　
　
　
　
　

開
育
鞠
之
新
降
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
如
く
、
帯
域
学
績
と
し
て
晋
に
艦
附
内
縫
し
た
飾
言
禿
渠
萎
沙
端
番
羅
旬
奴
の
一

で
あ
っ
て
、
斬
準
の
鋤
に
劉
曜
の
世
子
胤
が
逃
黒
し
て
其
保
護
を
受
け
、
部
帥
は
其
功
に
よ
っ
て
後
ち
左
三
王
の
位
を



授
け
ら
れ
た
と
云
ふ
郁
鞠
部
も
其
れ
で
あ
り
（
黙
）
、
ぞ
と
も
威
康
八
年
（
蜥
謬
）
以
後
に
繋
る
後
趙
征
北
將
軍
輩
の

討
伐
せ
る
郁
鞠
も
亦
其
れ
で
あ
る
（
繰
讃
）
。

　
石
季
龍
に
降
っ
て
親
通
趙
王
に
な
っ
た
の
は
實
に
藤
織
郁
鞠
部
の
酋
長
な
の
で
あ
る
。

　
郁
鞠
乃
至
郁
鞠
部
は
右
の
如
く
、
立
動
で
も
無
け
れ
ば
況
や
拓
華
氏
で
も
な
い
。
勿
論
魏
の
騎
塊
な
ど
、
は
何
の
關

係
も
無
い
も
の
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
氏
の
假
説
並
び
に
其
上
に
立
て
ら
れ
た
躾
擁
批
判
・
魏
書
序
紀
批
割
碕
短
家
・
猜
盧

家
の
雫
等
々
は
、
他
に
何
か
別
に
謹
糠
を
持
ち
來
ら
れ
ざ
る
限
り
、
成
立
し
な
い
○
要
す
る
に
欝
律
よ
り
幣
穐
に
至
る

世
系
及
其
に
團
係
あ
る
事
象
は
魏
書
の
記
載
を
正
し
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
①
禮
志
一
、
太
和
十
四
選
入
月
詔
、
同
十
五
年
四
題
認
た
参
照
ぜ
ば
孝
丈
帝
が
太
瓢
築
丈
帝
と
烈
士
遺
武
帝
の
功
業
等
の
比
較
よ
り
、
烈
瓢
甦
武
帝
葎

　
　
　
太
就
に
改
尊
し
、
顯
嚴
と
二
眺
と
し
牛
文
理
以
下
の
廟
た
去
て
藩
ぜ
ろ
こ
と
の
事
燐
が
明
細
に
判
ろ
。

＠＠④

陥
書
。
北
吏
魏
～
澹
傳

黒
蓋
原
著
の
后
妃
鞍
懸
尋
文
聖
帝
傳
ぽ
亡
蔑
し
て
ゐ
、
朱
黒
北
吏
高
氏
小
史
葎
以
て
補
綴
ぜ
り
と
錐
、
兎
に
角
常
蒔
の
・
史
實
な
傳
ふ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
ほ
言
ふ
迄
も
な
い
。
羅
露
玉
氏
魏
書
宗
室
傳
注
ば
諸
種
の
質
料
為
以
て
之
を
補
充
し
て
み
る
が
、
難
文
帝
掻
律
の
荏
在
た
否
定
す
る
如
き
奥
料

は
翼
間
皆
無
で
あ
る
Q

史
林
二
〇
の
三
「
五
胡
観
及
び
北
魏
に
於
け
る
劒
奴
」
第
二
節
Q

　
　
　
　
　
　
六
、
什
翼
縫
の
再
批
判

　
　
魏
書
序
開
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
工
十
二
谷
　
第
三
競
　
　
四
七
三

（37）



　
　
　
　
断
書
風
紀
特
に
莫
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
三
器
　
　
四
七
四

　
前
述
せ
る
如
く
、
翠
霞
腱
は
騎
鷹
の
弟
論
判
弗
の
孫
で
あ
っ
て
、
魏
書
序
紀
の
記
事
は
其
問
何
等
の
序
幕
誤
謬
を
挿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

罷
ん
で
み
な
い
。
李
延
壽
北
洋
は
勿
論
、
魏
書
序
紀
の
文
を
勿
際
し
て
み
る
が
、
杜
佑
蓮
典
も
亦
、
「
忍
事
姪
孫
什
翼

腱
」
と
記
し
て
み
て
翻
矛
盾
し
な
い
○

　
是
等
の
疑
ふ
響
き
理
山
無
き
こ
と
は
前
節
に
欝
律
．
騎
塊
を
論
謹
⊥
た
庭
に
よ
っ
て
、
自
然
に
明
か
で
あ
る
。

　
什
翼
腱
は
晋
威
康
四
年
、
後
竿
石
虎
の
建
武
四
年
、
部
ち
西
紀
三
三
九
年
、
干
九
歳
を
以
て
帝
位
に
即
き
、
始
て
年

號
を
建
て
、
建
國
元
年
と
潔
し
、
　
一
時
大
に
國
威
を
伸
．
証
し
た
○
然
る
に
建
國
三
十
九
年
、
蒜
堅
の
攻
撃
を
受
け
、
大

敗
を
喫
し
た
の
で
あ
る
。

蒋
懸
と
な
・
の
は
、
魏
毒
紀
は
蒜
装
傑
國
入
を
奢
て
陰
画
の
北
に
避
難
し
藁
を
記
し
た
・
後
に
倒

　
　
堅
軍
稻
…
退
、
乃
還
、
十
二
月
至
雲
中
。
旬
有
二
日
下
士
、
臨
年
五
十
七

と
記
し
、
又
北
史
魏
本
紀
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

　
　
堅
軍
稽
退
、
乃
還
、
十
二
月
翠
雲
中
。
町
有
二
日
皇
子
寛
贋
作
蹴
、
帝
暴
崩
、
時
年
五
十
七

と
あ
る
に
反
し
、
宋
書
索
虜
傳
南
齊
書
魏
虜
傳
は
大
に
異
り

　
　
爲
藁
穰
、
執
還
萎
、
後
発
興
蛛
）

　
　
落
伐
健
、
誰
庭
、
禽
健
還
萎
（
南
齊
を
。
Σ
羅
レ
）

と
し
、
唐
太
宗
晋
書
蒜
堅
載
記
は
更
に
詳
し
く



　
　
（
什
翼
健
）
勢
窮
迫
退
還
陰
山
、
笹
子
翼
圭
縛
父
講
降
（
榊
）
堅
以
翼
腱
荒
俗
米
参
仁
義
、
令
入
太
學
習
禮
。
以
翼
圭
執
父
不
孝
、
遷
之

　
　
於
蜀

と
な
っ
て
、
大
な
る
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
魏
書
聖
紀
に
は
聞
畢
に
帝
業
と
あ
る
が
、
北
史
魏
本
紀
に
は
皇
子
塞
君
の
獄
逆
と
明
記
せ
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
魏
書
も
其
殺
殺
を
全
然
隠
蔽
す
る
も
の
で
は
無
く
、
列
傳
第
三
塞
君
傳
に
は

　
　
主
君
者
昭
成
皇
帝
之
庶
長
子
也
。
…
…
…
初
昭
成
以
弟
孤
潮
騒
還
魂
牟
環
礁
孤
、
孤
卒
、
子
斤
失
職
礎
案
、
伺
黒
糖
鳳
。
…
…
…
因
是
設

　
　
塞
正
日
雲
量
立
慕
容
所
生
、
而
豊
穰
爲
愛
、
歓
先
殺
汝
。
…
…
…
定
籍
渦
察
以
斤
言
爲
信
。
乃
牽
其
騰
、
煮
害
諸
皇
子
。
昭
成
亦
暴

　
　
崩
。
…
…
…
部
衆
離
散
。
符
竪
一
軍
、
召
燕
間
其
故
、
以
款
封
。
堅
日
天
下
之
悪
一
也
、
乃
執
心
及
斤
。
蝦
之
於
長
安
西
市
。

と
明
記
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
晋
・
宋
・
書
記
誓
書
等
に
見
ゆ
る
什
常
詰
の
長
安
移
要
説
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
と
云
ふ
に
、
是
は
全
く
魏

書
昭
成
帝
子
矯
傳
に
見
ゆ
る
窟
咄
（
陛
繕
騎
紀
）
の
事
蹟

　
　
昭
成
子
蕪
、
，
昭
成
崩
後
、
脳
力
其
年
長
、
纏
婁
、
蒜
緊
禮
之
、
蟄
書
算
、
因
興
雑
㎜
）
、
胆
魂
華
東
幾
獅
）

を
誤
り
傳
へ
た
の
で
あ
る
。
元
來
當
時
の
事
を
聾
す
南
朝
側
の
史
料
は
甚
だ
粗
雑
で
、
翼
長
な
ど
、
云
ふ
什
翼
糎
と
珪

の
衆
灘
霧
難
器
重
事
禦
宋
．
）
を
混
暮
し
た
入
物
が
出
て
來
て
、
糎
と
云
ふ
父
を
縛
し
た
と
云
ふ
奇
妙
な
事

に
し
て
了
つ
た
の
で
、
南
受
書
な
ど
は
珪
の
廟
號
が
最
・
初
烈
超
で
あ
っ
た
の
を
、
誤
っ
て
什
身
受
の
廟
號
と
し
、
什
翼

糎
の
詮
號
は
昭
成
帝
で
あ
っ
た
の
を
、
習
律
と
混
雑
類
倒
し
て
文
李
皇
帝
と
し
、
爲
に
道
武
帝
の
魔
窟
を
失
も
て
了
ひ
、

　
　
　
　
　
寸
書
序
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
三
競
　
　
囚
七
五

（39）



　
　
　
　
早
書
序
紀
特
に
9
笠
ハ
世
系
記
山
州
に
「
瀞
脳
で
、
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
ず
第
三
號
　
　
　
四
・
七
⊥
ハ

叉
鞍
置
を
明
答
帝
の
時
と
混
合
し
て
嘉
瑞
と
し
、
最
初
は
什
翼
腱
と
珪
を
父
子
と
認
め
乍
ら
、
後
に
は
「
什
器
珪
始
都

響
城
」
等
と
混
濡
し
て
、
全
く
取
り
止
め
の
無
い
も
の
で
あ
る
。
（
難
語
受
理
囑
旛
麟
囎
初
湘
嫁
腺
縣
防
霜
疎
㊥
鞭
ゲ
軍
戸
礎
吻
稿
濃
窃

難
差
腰
螺
潔
離
禰
就
心
象
齢
御
菱
縫
齢
麓
礫
灘
鯉
駐
壕
っ
）
。

　
南
朝
側
の
史
料
が
此
黙
紛
思
し
て
取
る
可
ら
ざ
る
は
右
の
如
く
で
、
當
時
下
下
血
に
現
在
よ
り
史
料
が
豊
富
で
頸
別

を
正
し
く
広
し
得
た
筈
の
罪
代
に
於
て
、
李
延
壽
（
鋭
）
が
全
く
南
朝
側
の
此
等
の
黙
に
關
す
る
史
料
を
捨
て
、
蔵
書
に

勿
つ
た
こ
と
、
二
代
に
於
て
も
司
馬
光
（
購
）
鄭
樵
（
通
志
）
も
亦
魏
書
に
全
く
勿
っ
て
画
筆
腱
の
斌
害
、
窟
咄
の
長
安
移
徒
を

採
用
し
た
の
も
亦
當
然
と
講
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
志
田
氏
は
窟
機
の
事
蹟
を
全
く
氣
着
か
れ
な
か
っ
た
爲
に
、
種
々
想
を
廻
ら
し
、
南
朝
側
史
料
を
探
る
に

至
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
氏
が
南
朝
側
史
料
の
什
翼
腱
長
安
移
演
説
を
是
と
し
、
魏
書
の
瓶
虚
説
を
非
と
せ
ら
る
、

根
本
の
考
は
、
『
魏
書
の
撰
者
は
、
恐
ら
く
什
雨
露
の
長
安
捕
虜
の
事
を
魏
朝
の
名
楽
の
爲
に
陰
弔
し
、
金
壷
の
殺
害

と
云
ふ
虚
構
を
作
り
上
げ
て
糊
塗
し
た
の
だ
』
と
云
ふ
に
あ
る
ら
し
い
。
然
し
是
は
甚
だ
不
可
解
で
あ
る
。
既
に
回
書

は
他
の
幾
多
の
諸
帝
敗
獲
の
事
を
回
避
す
る
事
な
く
直
筆
し
居
る
に
拘
ら
す
、
何
故
に
斯
の
什
翼
腱
の
時
の
み
、
其
様

に
陰
嘉
せ
ね
ば
な
ら
漁
の
で
あ
ら
う
か
。
殊
に
態
々
其
を
父
帝
爆
殺
と
云
ふ
極
悪
の
行
爲
、
國
辱
を
以
て
置
き
換
へ
る

必
要
が
、
何
慮
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
長
安
擁
留
が
國
辱
で
、
喜
喜
殺
害
と
云
ふ
人
倫
破
壊
が
直
面
で
な
い
の
で
あ

ら
う
か
Q
左
様
な
想
像
は
肯
定
出
來
な
い
。

（義。）



　
氏
の
想
像
は
、
想
像
と
し
て
も
亦
當
を
失
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
況
や
其
想
像
を
基
礎
と
し
て
、
献
明
帝
建

の
存
在
を
否
定
し
、
之
を
架
察
人
物
と
さ
れ
る
事
の
謂
れ
無
き
事
も
勿
論
で
あ
る
、
（
献
明
帝
建
は
、
長
孫
斤
の
鑑
に
挺

身
し
て
死
し
た
偉
大
な
る
入
物
と
し
て
、
斯
の
階
の
魏
澹
が
、
階
帝
の
勅
命
に
よ
り
魏
吏
に
嚴
正
な
る
批
勃
を
加
へ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
時
に
も
、
樹
特
に
灘
評
せ
る
庭
の
も
の
な
の
で
あ
る
）
。
心
念
武
生
の
定
め
た
る
昭
成
帝
什
温
習
の
濡
雪
が
高
組
で
、

後
の
孝
文
帝
が
難
平
租
の
廟
號
を
贈
ら
れ
た
事
と
矛
盾
す
る
云
々
と
の
氏
の
疑
問
等
も
、
前
に
太
櫨
挙
交
欝
律
の
條
に

於
て
言
及
せ
る
如
く
、
今
更
後
輩
の
昭
穆
制
定
の
縷
緯
か
ら
説
明
す
る
迄
も
無
い
事
で
あ
ら
う
。

　
①
　
本
署
も
亦
現
行
魏
書
ぼ
補
綴
が
行
ば
れ
て
ゐ
う
が
、
伺
魏
牧
原
本
の
姿
た
給
す
細
く
、
三
七
と
匹
二
三
の
小
異
同
か
さ
へ
聾
し
て
み
る
（
羅
振
玉
氏

　
　
　
魏
書
宗
室
傳
注
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
②
覇
初
世
の
空
笹
塚
人
と
懸
・
整
な
ろ
三
遍
以
て
楚
需
ぜ
畠
の
魏
澹
す
ら
・
此
の
献
明
塾
長
養
の
甕
奮
宣
て
防
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
ぎ
れ
り
と
て
、
特
に
亭
文
・
昭
成
・
献
明
三
帝
の
み
ほ
（
他
の
昭
成
以
前
の
諸
帝
に
ほ
出
自
た
用
ひ
ざ
う
に
不
拘
）
識
號
た
罵
ひ
て
奪
敬
す
ろ
と
、
其

　
　
　
魏
史
の
義
例
に
謂
っ
て
み
ろ
程
で
あ
る
。
（
蕗
…
書
・
北
吏
魏
…
澹
傳
）
。
平
丈
帝
に
罪
し
て
ぱ
第
五
三
芳
に
蓮
べ
六
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
珪
即
位
前
後
の
状
勢

　
拓
黒
氏
は
西
紀
三
七
六
年
号
秦
の
爲
に
破
ら
れ
、
什
翼
腱
は
其
混
織
中
に
斌
害
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
符
秦
の
都

長
安
に
移
さ
れ
た
の
は
糎
で
も
叉
其
子
珪
で
も
な
く
、
什
翼
糎
の
子
の
中
の
年
長
で
あ
っ
た
窟
咄
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

前
章
に
論
謹
せ
る
通
り
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
代
國
は
其
後
如
何
な
る
妖
態
で
あ
っ
た
ら
う
か
と
云
ふ
に
、
魏
書
票
鳳
傳

同
劉
庫
裡
傳
・
同
憂
辰
傳
に
襟
れ
ば
、
建
築
符
堅
は
代
國
長
史
燕
鳳
の
説
に
從
ひ
て
、
代
國
を
二
分
し
、
河
を
以
て
境

　
　
　
　
愚
書
書
紀
特
に
其
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
三
號
　
　
四
七
七



　
　
　
　
落
書
序
紀
特
に
其
世
系
詑
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
三
號
　
　
四
七
入
　
、

と
し
、
其
東
を
劉
虎
の
宗
族
に
し
て
且
つ
紅
鮭
帝
欝
律
の
外
孫
に
薫
れ
る
官
庫
仁
（
二
選
ぽ
之
々
鯖
江
將
軍
扇
内
侯
と
し
六
）
に
、
其
西
を
劉
虎

の
孫
に
當
る
衛
辰
（
耀
灘
蝋
）
に
領
治
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
此
間
什
縫
の
子
珪
（
鑑
髄
は
僅
に
長
安
抑
留
を
免

れ
て
濁
孤
部
に
縛
幸
、
其
慮
に
身
を
寄
せ
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
志
田
氏
が
薙
に
於
て
も
猶
、
珪
は
符
堅
の
爲
に
長
安
に
移
さ
れ
て
居
た
も
の
と
の
想
像
よ
り
、
此
函
嶺
部
至
幸
を
も

否
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
π
の
は
、
當
然
の
結
果
で
あ
る
が
、
勿
論
誤
で
あ
る
事
は
、
既
に
余
が
前
章
に
論
還
し
た

慮
か
ら
明
で
あ
ら
う
。
然
し
氏
が
、
附
置
せ
ら
れ
た
る
、
ω
、
濁
孤
部
と
劉
庫
仁
と
の
關
係
、
②
、
七
時
の
代
國
の
南

北
二
部
の
地
域
、
㈲
、
劉
衛
辰
の
勢
力
範
圏
、
㈹
、
烏
九
府
等
四
個
の
見
解
は
正
當
と
思
惟
す
る
。

但
し
、
護
氏
以
外
の
胡
氏
（
維
骨
）
等
の
九
族
の
解
樫
及
び
蘇
炎
に
興
す
・
雑
は
蔑
暴
な
い
。
　
鶴

　
九
族
に
關
す
る
解
鐸
は
、
既
に
自
分
が
第
三
節
「
精
微
の
再
批
判
」
の
註
①
に
論
じ
た
通
り
と
思
ふ
。
志
田
氏
は
魏
書

官
氏
志
に

　
　
凡
與
帝
炎
肇
爲
莚
。
穐
不
器
。

と
あ
・
を
、
百
禦
雲
離
讃
・
れ
た
璽
輻
舗
働
縮
）
、
九
族
が
貴
蔭
級
を
饗
し
、
庶
姓
と
通
風
し
な
い
等
と

云
ふ
讐
推
箕
灘
巽
薦
解
糀
揮
）
に
迄
狡
讐
れ
た
が
、
是
墜
に
百
世
と
百
姓
の
誤
解
に
基
き
、
反
樹
の
結
論

に
到
着
し
て
了
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
九
族
は
、
拓
駿
の
血
族
で
は
あ
る
が
實
二
上
は
其
＝
】
を
除
く
外
は
、
決
し
て

左
直
な
貴
族
階
級
と
は
爲
っ
て
居
な
い
の
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
他
部
心
中
の
豪
雄
氏
族
に
て
拓
蹟
に
鶴
附
し
た
者
が
貴
族



に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
之
に
就
て
は
今
は
精
し
く
述
べ
ま
い
。

　
次
に
南
部
大
人
の
問
題
で
あ
る
。
之
は
此
解
群
か
ら
、
志
田
氏
は
南
部
大
人
と
し
て
の
稲
孫
嵩
、
及
び
其
父
無
の
存

在
迄
を
疑
ひ
、
惹
い
て
薄
書
序
紀
全
膿
の
信
愚
性
を
疑
は
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
し
く
述
べ
る
。
こ
の
様
な
問
題
は

誰
し
も
最
初
陥
り
易
い
問
題
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
拓
蹟
氏
の
固
有
官
制
を
少
し
く
研
究
す
れ
ば
直
ち
に
氷
解
出
來
る

も
の
と
思
ふ
。
南
北
部
大
入
と
は
決
し
て
氏
が
思
ふ
様
な
濁
孤
部
大
人
と
か
白
部
大
人
、
賀
蘭
部
大
人
と
か
謂
ふ
如
き

世
襲
酋
長
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
後
の
四
部
大
人
、
入
部
大
人
の
前
身
を
爲
す
も
の
で
、
時
に
難
じ
て

任
命
せ
ら
る
爵
謂
用
事
大
瑛
矯
鑛
駿
鮪
簾
舞
醗
避
難
膿
搬
瓢
）
で
あ
っ
て
、
決
し
て
封
侯
的
存
在
で
讐

時
々
鑑
せ
ら
ミ
働
き
讐
の
も
の
で
あ
っ
董
は
、
既
晃
年
余
が
論
考
し
た
導
で
あ
轟
難
翻
雛
欝
働

魂
誰
鞍
雛
醜
）
。

・
撃
ち
昭
成
什
翼
腱
の
代
に
、
相
前
後
し
て
南
部
大
人
と
爲
つ
元
者
に
は
、
劉
庫
仁
の
外
に
、
長
講
嵩
の
父
仁
あ
り
、

帝
弟
触
あ
り
、
又
長
平
織
墨
入
あ
）
、
決
し
て
氏
の
推
察
せ
ら
れ
た
る
如
く
劉
庫
仁
が
南
部
大
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
長

官
嵩
は
南
部
大
人
に
爲
つ
た
こ
と
が
無
く
、
嵩
の
父
仁
は
架
室
入
物
だ
と
結
論
す
る
様
な
こ
と
は
絶
甥
に
不
可
能
な
の

で
あ
る
（
周
様
燕
鳳
傳
に
見
ゆ
る
別
都
大
人
な
南
郡
大
臣
と
す
ろ
氏
の
意
見
も
談
で
、
三
部
と
ほ
他
の
纏
て
の
塞
外
民
族
に
於
て
も
皆
、
支
配
族
部
以
外
の
都
族
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
）
。

要
之
、
珪
の
濁
軽
愚
轄
幸
に
關
す
る
魏
書
帝
紀
の
記
述
を
甫
部
大
人
長
孫
々
な
る
文
字
を
含
む
と
云
ふ
如
き
事
よ
り

　
　
　
魏
書
序
紀
特
に
共
世
系
記
事
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
一
巻
　
第
三
號
　
　
四
七
九



　
　
　
　
雛
書
壇
紀
特
に
其
世
系
詑
纂
に
就
て
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篁
二
十
二
謹

作
爲
と
す
る
や
う
な
事
は
如
何
な
る
黙
に
於
て
も
成
立
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
號
　
　
四
入
○

　
前
述
の
如
く
応
護
は
符
堅
の
爲
に
二
部
に
分
割
せ
ら
れ
、
拓
魚
群
に
非
ざ
る
劉
落
差
劉
衛
辰
爾
人
の
分
領
す
る
慮
と

な
）
、
拓
蹟
珪
（
道
武
帝
）
は
僅
に
壷
鐙
部
に
身
を
寄
せ
て
居
た
が
、
其
後
差
動
が
浬
水
の
戦
に
晋
軍
の
爲
に
撃
破
せ
ら
れ

て
、
符
秦
の
北
野
に
於
け
る
覇
権
失
は
れ
る
に
及
び
、
珪
は
奮
愚
人
を
集
合
し
、
晋
の
太
元
十
一
年
（
酉
紀
三
入
六
年
）
代
王
の
位

に
郎
き
、
建
元
し
て
登
國
と
繕
し
、
北
魏
朝
の
墓
礎
は
叢
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
結
　
　
　
　
　
論

以
圭
ハ
章
に
…
日
一
っ
て
余
は
、
護
代
王
の
世
系
の
再
携
を
雀
志
田
氏
が
「
代
毒
系
批
剣
」
に
於
て
、
響
序
凹

紀
に
見
え
た
る
世
系
に
重
大
な
る
隠
避
あ
り
と
推
察
せ
ら
れ
、
魏
書
落
紀
は
作
爲
に
充
さ
れ
て
る
る
と
論
せ
ら
れ
た
る

諸
子
に
漏
し
、
余
は
諸
種
の
根
本
史
料
を
提
出
し
、
　
一
々
槍
討
し
た
る
其
結
果
、
氏
の
否
定
的
見
解
に
面
し
、
余
は
却

っ
て
其
信
慧
性
を
論
存
し
、
殊
に
力
微
以
後
の
代
王
世
系
は
魏
書
誌
紀
の
記
載
に
謙
る
外
な
き
こ
と
を
立
算
し
得
た
と

思
ふ
。

　
氏
は
世
系
以
外
の
諸
事
件
に
迄
閥
聯
言
及
せ
ら
れ
て
み
る
も
、
余
は
結
局
世
系
の
根
本
が
決
定
せ
ば
、
其
筈
諸
事
件

に
干
す
る
所
論
の
當
否
も
亦
自
ら
決
定
す
る
も
の
と
信
じ
、
　
一
々
は
詳
論
せ
す
、
専
ら
世
系
問
題
に
限
定
し
、
記
事
の

簡
潔
を
志
し
た
が
、
此
黙
護
者
各
位
の
鋼
護
を
得
ば
幸
甚
で
あ
る
。
唯
、
文
中
耳
遠
に
急
な
る
罵
り
、
用
語
の
粗
に
流



れ
た
庭
多
々
あ
る
は
、
切
に
志
田
學
士
の
諒
解
を
講
ふ
次
第
で
あ
る
。

　
術
指
事
士
は
、
丈
短
代
・
魏
に
驕
し
て
附
論
せ
ら
れ
た
が
、
之
に
聾
し
て
は
他
日
稿
を
改
め
て
詳
論
し
た
い
と
思
っ

て
み
る
Q

　
　
　
誠
に
、
魏
牧
魏
書
の
曲
華
は
、
齊
朝
に
美
に
し
て
魏
朝
を
疑
し
、
親
近
に
厚
く
し
て
疏
遠
に
描
き
貼
に
於
て
叉
臓
史
の
稔
を
発
る

　
　
能
は
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
然
共
、
一
揖
蹟
氏
初
世
の
世
系
を
叙
す
る
に
黙
り
て
は
、
隔
世
、
國
悪
を
暴
露
ぜ
り
と
評
せ
ら
る
蕊
迄
魏
初

　
　
の
國
事
を
備
記
せ
る
魏
の
史
官
樫
無
漏
允
の
後
を
う
け
、
況
や
牧
は
既
に
高
黒
影
朝
の
臣
、
直
筆
回
避
せ
ざ
る
こ
と
を
請
ひ
て
許
さ

　
　
れ
た
も
の
、
今
夏
何
を
好
ん
で
力
微
以
後
の
世
系
に
迄
、
虚
儒
作
爲
假
塞
の
人
物
を
撞
慨
し
て
毛
槍
人
士
を
欺
く
必
要
が
あ
ら
う
か
。

　
　
　
繰
返
し
云
ふ
様
に
、
魏
牧
言
書
を
是
正
す
べ
く
階
帝
よ
り
命
を
受
け
て
新
に
字
書
を
選
せ
る
魏
澹
す
ら
，
高
義
例
に
魏
牧
魏
書
の

叢
叢
・
に
當
軌
僅
に
詮
號
・
撃
或
は
麗
・
奪
の
文
難
語
の
當
否
及
び
毒
智
歯
の
舞
農
子
砦
の
明
働

　
　
記
等
名
分
の
事
に
限
ら
れ
、
論
詰
世
系
に
難
し
て
は
寧
ろ
魏
牧
所
記
を
種
々
裏
書
す
る
記
載
さ
へ
残
し
て
み
る
の
も
、
敢
て
不
思
議

　
　
と
す
る
に
足
ら
ぬ
。
馬
素
．
魏
牧
魏
澹
二
史
あ
る
を
以
て
、
魏
書
の
改
修
を
罷
め
五
朝
の
史
編
纂
の
み
に
努
め
た
る
、
或
叉
唐
朝
の
史

　
　
辛
煮
延
壽
が
充
棟
の
史
料
を
馬
歯
取
捨
し
て
北
史
を
私
撰
す
る
に
際
し
、
魏
初
世
系
に
關
す
る
漬
り
魏
牧
禁
書
還
啓
を
全
く
伍
用
し

　
　
た
の
も
亦
當
然
の
事
で
あ
る
。
誠
に
諸
家
魏
書
の
夙
に
悉
く
亡
激
し
て
、
叢
り
魏
牧
魏
書
の
み
残
存
せ
る
の
も
亦
故
無
き
に
非
す
で

　
　
あ
．
る
。

　
　
　
吾
人
は
修
史
に
擦
り
史
料
に
贋
書
な
る
批
鋼
を
加
ふ
る
と
共
に
，
　
ご
一
の
綴
籠
を
以
て
遽
に
良
材
を
捨
て
去
る
如
き
こ
と
な
き
や

　
　
う
努
力
し
度
い
と
思
ふ
。

魏
書
図
画
特
に
奨
世
系
記
事
に
就
て

第
二
十
二
巻
　
第
”
三
號
　
　
導
入
…


